
Ⅰ はじめに

本稿は，森林路網が「道」を対象とした野外スポー
ツによって利用される意義・可能性・課題について，
現状の制度や利用の実態を踏まえて論じることを目的
とする。ここでいう森林路網とは，日本において森林

管理・経営を主要な目的として設置・管理されてきた
道を指す。この中には，現状の法規や公的な計画・補
助に基づいて，国有林・民有林に続くかたちで設置さ
れた林道，林業専用道，森林作業道が，主要な類型と
して含まれる。
これらの日本における森林路網は，各地域・各時期
の社会事情や背景を反映して設置・管理されてきたた
め，一義的な把握が難しい（鈴木，１９７３a；２００１；酒
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本稿は，林道，林業専用道，森林作業道等，森林管理・経営を主目的に設置されてきた森林路網を，マウンテンバイク
やトレイルランニング等の野外スポーツにおいて利用する意義・可能性・課題について論じる。設置目的や関連制度の
推移と現状の整理・把握からは，森林路網が主に森林や山村地域への「アクセス」手段としての機能・価値・便益を評
価されてきたこと，管理者が比較的明確でその権限・裁量が大きいこと，及び，その公共性・開放性が野外スポーツ利
用を含めて曖昧であることが明らかとなった。そして，実際の野外スポーツ利用の事例分析からは，その利用者・事業
者によって各種の森林路網自体が「空間」（フィールド）としての機能・価値・便益を見出されており，利用に付随した
経済効果等の地域活性化の源泉となる可能性が導き出された。同時に，そうした意義・可能性の追求にあたっては，底
地の権利関係の明確化，関連法規の整備，既存の枠組みの補完を通じて，路網管理者の安全管理責任リスクを軽減し，
公共的な空間利用を前提とした体系的な制度構築を進める必要があることも浮き彫りとなった。
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This paper discusses the significance, possibilities, and challenges of the use of the forest road network, including forest roads,
skidding roads and trails, which have been standardized and established mainly for forestry and forest management, for outdoor
sports, such as mountain biking and trail running in Japan. The transition and current situation of the purpose for the establish-
ment of forest roads and related laws and regulations show that the forest road network has been evaluated for its function, values,
and benefits as a means of“access”to forests and mountain villages. Moreover, the administrators of the roads and trails are rela-
tively clear that their authority and discretion are broad and that the public availability and openness of forest roads are ambigu-
ous, including for the use of outdoor sports. From case studies of outdoor sports use, the function, values, and benefits of the for-
est road network as a“space”（field）have been found by sports businesses and users, and the possibility of local revitalization
with economic effects through sports use have been identified. At the same time, in pursuing such significance and possibility, it
is also highlighted that it is necessary to reduce the risk of safety management responsibility of the managers and promote system-
atic institutional development based on public use of the forest road network through clarification of the property rights of the
roads and trails, development of related laws and regulations, and supplementation of existing systems.
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井，２００４等）。また，森林路網がもたらす具体的な便
益の検証，その管理権限・責任の所在，及び，公共
性・開放性の有無等については，体系的な整理や研究
がほとんど見られてこなかった。これらは，林業や治
山に伴う施業に加えて，スポーツ，レジャー，狩猟や
日常生活での移動等，森林路網の多面的利用の可能性
を考えるうえで，極めて重要となる要素である。
その中で，近年においては，森林路網の多面的利用
の可能性を改めて検討せねばならない状況が加速して
きた。木材の山元価格の低迷が続き，山村地域の過疎
化と人口減少が進むにつれ，林業の促進や生活インフ
ラ整備という旧来からの森林路網の意義は十分に当て
はまらなくなった。一方で，集中的な大雨と土砂災害
の増加等に伴う防災や，地球温暖化対策としての二酸
化炭素吸収固定の観点から，森林整備・保全を行うた
めのアクセスを確保する必要も生じている。災害に際
しては，迂回路・避難路としての利用による被害軽減
の意義もクローズアップされている（総務省行政評価
局，２０２０；笹田ら，２０２２等）。
この多面的利用の一環として，各地で注目されつつ
あるのが森林路網における野外スポーツである。野外
スポーツによる森林の有効活用は，国立公園満喫プロ
ジェクト（環境省主導：２０１６年～），森林サービス産
業（林野庁主導：２０１９年～）等の関連施策において，
都市部に集中した人々や海外からの訪問客を山村地域
へと促し，その活性化を図る手段として期待されてき
た。これらの中で振興の対象となってきたマウンテン
バイク（１），トレイルランニング（２）等は，森林内に続く
「道」を主に利用する活動である。必然的に，その多
くを占める森林路網にも，利用に向けての期待が集ま
ることになっている。
そこで本稿では，これらの「野外スポーツ利用の受
け皿」としての森林路網の立脚点を明示する。具体的
には，まず，これまでに森林路網が，どのような類型
に応じた管理体制を背景に，どのような効果や便益を
想定され，どこまでの公共性・開放性を前提に設置・
維持されてきたのかを，公刊資料，先行研究，関連組
織・主体への聞き取り調査等を通じて整理・把握す
る。そのうえで，マウンテンバイクとトレイルランニ
ングを対象に，森林路網の利用に向けて，どのような
取り組みが進められ，どのような意義・可能性・課題
が見出せるのか，具体的な事例分析を通じて明らかに
する。
近年の日本で，マウンテンバイクとトレイルランニ
ングは，それぞれ一定規模の愛好者・利用者（ユー

ザー）を抱え，森林路網を含む山道を対象に，大会開
催，ガイドツアー実施，日常利用を進めつつある（平
野，２０１６；２０１８）。後述するように，森林路網は従来
から自動車での観光，登山等のウォーキング，狩猟で
も利用されてきたが，こちらでは目的地・目標への
「アクセス」が主な位置づけであった。対して，日本
では１９８０年代以降に普及が進んだマウンテンバイク
と，２０００年代以降に愛好者が急増したトレイルランニ
ングという２つの新興スポーツは，森林路網それ自体
を利用の「フィールド」と見なす点に特徴がある（平
野，２０１９）。このため，これらの事例分析は，森林路
網の設置・管理・活用をめぐって，新たな意義や可能
性を見出す契機となりうる。また，こうした特徴を持
つスポーツ利用の実態分析を通じて，表立って認識さ
れてこなかった森林路網をめぐる課題を浮き彫りにす
ることも期待できる（３）。
この観点から，本稿では，２０１３年１２月～２０２３年１月
にかけて，筆者らが全国各地で聞き取り調査を行って
きたマウンテンバイクとトレイルランニングの野外
フィールドづくりの取り組みのうち，森林路網の利用
が明確かつ重要であった４事例（長野県王滝村，静岡
県伊豆市・松崎町・西伊豆町，北海道鶴居村，北海道
札幌市における取り組み。調査の時系列順に配置）を
対象に，その意義・可能性・課題について検証した。

Ⅱ 森林路網の管理状況と野外スポーツ利用
を踏まえた特徴

１ 森林路網の類型と管理体制
日本において，森林管理・経営を主要な目的とした
森林路網は，各地域・各時期の社会事情や複数の補助
事業等を背景に設置・管理されてきた。このため，統
一的な名称に則った類型区分・規格や管理体制が備
わっている訳ではない。
現状の林道の類型・規格と管理体制を根拠づける法
規は，「森林法」及び「林道規程」である。しかし，「森
林法」では，全国森林計画，地域森林計画，国有林整
備方針等に即して，「林道」の開設と国庫補助の必要
性が規定されるのみで，具体的な類型や管理体制への
言及がない（４）。このため，実質的には１５年を一期とす
る全国森林計画にて，公的な計画・補助に基づく森林
路網整備の類型と方針（流域別の開設量等）が示され
てきた。同計画では，整備を推進すべき「林道等路網」
として，一般車両の走行を想定する「林道」，主とし
て森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」，
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集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する
「森林作業道」が類別されている（５）。この類別に準じた
路網整備の方針は，各地域森林計画，及び「国有林野
の管理経営に関する基本計画」にも反映されている（６）。
一方，「林道規程」は，森林法に基づいて林道を管
轄する林野庁が定めたもので（７），その種類・規格と管
理権限が明記されている（８）。まず，規程の対象は，
「国有林林道」と「民有林国庫補助林道」であり，地
方自治体の独自補助による林道，私有林所有者や企業
等の民間主体が自主的に整備した規格相当の路網は含
まれない（９）。次に，対象となる林道の種類は，①自動
車道（１級：車道幅員４．０m以上，２級：車道幅員３．０m，
３級：車道幅員２．０m），②軽車道（全幅員２．０m以上３．０
m未満で軽自動車が通行可能），③単線軌道（地表近
くの空中に架設する軌条及びその上を走行する車両と
必要施設）に区分される。この区分に沿って，それぞ
れの想定車両が安全に通過できるよう，幅員，設計速
度，路肩構造等が規格化されている。そして，対象林
道の管理者は，「国有林林道にあっては森林管理署長，
支署長又は森林管理局が直轄で管理経営する区域に係
るものにあっては森林管理局長」，「民有林林道にあっ

ては地方公共団体，森林組合等（森林組合，生産森林
組合又は森林組合連合会）の長」と定められている。
以上のように，現行の法規では，「林道」に関して
比較的明確かつ細分化された類型・規格と管理体制が
記載されている。一方で，その対象は国庫支出を前提
としたものに止まり，また別途，公的計画で林道を含
めた三区分の路網整備が推進されている等，森林路網
の全体像把握には，実態に即した掘り下げが必要とも
なっている。ただし，「野外スポーツによる路網利用
の意義・可能性・課題の導出」という本稿の目的に鑑
みれば，主に管理体制の差異に即した表―１のような
類型で森林路網を区分するのが適切である。
まず，林道については，前述のとおり民有林林道の
例外は存在するものの，多くが開設や維持・災害復旧
に国庫や地方自治体からの公的な支出・補助を受けて
きた。このため，おおむね「林道規程」の規格に沿っ
た整備・管理が進んできたと解釈できる。この規格に
基づく林道の総延長は，２０１７年度末時点で１３万９，４１７
kmとされ，内訳は国有林林道が４万５，９５１km（３３％），
民有林林道が９万３，４６６km（６７％）となっている（総
務省行政評価局，２０２０）。また，「林道規程」の対象林

表―１ 森林路網の類型と管理体制

森林路網の類型 主要管理者 整備及び管理権限の根拠 主要規格
公的支出

（開設・補修含）
常設性

国有林林道
森林管理局 自動車道１級

（幅員４．０m以上）
自動車道２級
（幅員３．０m）
自動車道３級
（幅員２．０m）
軽車道

（全幅員２．０～３．０m未満）
単線軌道

舗装／未舗装

◎
（林野庁予算）

森林管理署

都道府県
森林法（施行令），

全国森林計画，林道規程等
◎

（林道台帳による管理）

民有林林道 市町村
〇

（国庫・自治体補助）

森林組合等

都道府県
全国森林計画，林道規程，
林業専用道作設指針等

自動車道２級相当
（幅員３．０m）

土構造
平均傾斜３０度程度以下の斜面

〇
（国庫・自治体補助）

◎
（台帳による管理）

林業専用道 市町村

森林組合等

森林管理署（国有林）
民法，全国森林計画，
森林作業道作設指針，
森林経営計画等

幅員２．０～３．０m

土構造

△
（国庫・自治体補助）

△
（所有者・管理者の意向次第）

（維持する場合は作業道台帳等で管理）
森林作業道

地権者（民有林）

森林組合等（民有林）

その他

その他の森林路網
（作業路，集材路，
管理路，旧路網等）

地権者
民法等 ×

△
（所有者・管理者の意向次第）
（一部文化財・遺産化）その他

出所：林野庁「林道規程及び林道規程の運用細則」，林野庁「林業専用道作設指針」，林野庁「森林作業道作設指針」等を参照して筆者作成。
注１：表中の◎はほぼ１００％，〇は５０％以上，△は５０％未満，×はほぼ該当なしを目安としている。
注２：各地方，旧森林開発（緑資源）公団施業地，企業有林，財産区有林，大学演習林等においては，独自の規格・類型を設けているケース

もある（酒井，２００４等）。

林業経済研究 Vol.70 No.1 (2024)

- 36 -



道の管理者は，路線ごとに「林道台帳」を作成して種
類・規格や管理の履歴・現況を明らかにすることが求
められている。
国有林林道は，従来，一般道路から国有林へのアク
セスを含めた基幹・幹線林道（自動車道１級相当）と
その他の事業林道に大別されてきたが（鈴木，１９７３b；
上飯坂，１９９０），近年の統計では，「林道規程」に即し
て自動車道（４５，６９８km），軽車道（２４８km），その他
（５km）で区分されている（１０）。これらを起点として，
常設性が求められず，個別の森林施業に供される作業
道が設けられてきた（鈴木，１９７３b）。これらは，地域
社会にあって国有林の管理・経営を担当する森林管理
署（長）が基本的に管理権限を持つ。ただし，国有林
へのアクセスを含む性格上，国有林林道が民有地を通
過する場合も一般的に見られる。その逆のケース（民
有林林道が国有林を通過する場合）を含めて，従来，
民国双方の利害が想定される場合は，国有林と市町村
の間に併用協定が締結されてきた。この協定は，基本
的に維持や修繕の費用負担割合を定めるものだが，底
地の所有権を動かさずに林道開設を達成する手段とも
なってきた。すなわち，民有地での林道用地確保には
コストや困難が伴うため，市町村が底地の所有者を取
りまとめて無償での使用を許諾させ，設置の工事費は
国有林側が負担するという方式が慣例化していた（鈴
木，１９７３b）。この協定に基づく国有林林道（併用林道）
は，７，９８７km（約１７％）に及んでいる。同時に，これ
らの併用林道では，民有地を通過する以上，その所有
者や付近の居住者の生活利用をはじめ，一般交通の便
益に供することも想定されてきた。その中で，国有林
レクリエーションの森やその他の景勝地，あるいは登
山口へのアクセスに併用林道が利用されるケースも見
られてきた（１１）。
「林道規程」の規格に準じた民有林林道は，今日，
自動車道ベースの割合で８９．１％に及ぶ７万９，５３７kmが
市町村の管理下にある。その他は，都道府県が７，１９０
km（８．１％），森林組合等が２，５５７km（２．９％）である
（総務省行政評価局，２０２０）。これらの林道は，各時期
の国庫補助事業や都道府県の単独補助事業等を背景に
開設され，「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法律」（暫定法：１９５０年制定，２０１８
年最終改正）に基づき災害復旧がなされる等，公的補
助を受けるかたちで基本的に整備・管理されている。
ただし，歴史的にも，現状に照らしても，これらの主
体による管理体制は十全ではなかった。戦後当初は，
公的補助による林業振興を目的とした林道開設の直接

的な受益者として，森林組合が主要な管理者として想
定された（宮本，２００６）。しかし，１９７０年代の時点で，
既に山村地域での過疎化が加速し，林道の補助残や維
持整備の費用負担が難しくなっていたため，市町村へ
の管理者移行が進むことになった（鈴木，１９７３a）。し
かし，その市町村も，近年では財政悪化に伴う人員不
足に悩まされ，民有林林道の管理者としての役割を満
足に果たしえない状況となっている。例えば，日常的
な見回りが実施できず，位置情報や通行の可否も不確
かなケースが一般的に見られる。また，見回りに加え
て，暫定法の補助対象とならない小規模な路面補修，
崩土・落石・倒木除去，草刈り，側溝清掃等の日常的
な維持整備は，従来，林業振興の受益者として，森林
組合，素材生産業者，あるいは自治会や林道愛護組合
等の地域住民組織が自主的に担ってもきた。しかし，
林業の低迷と過疎化の進行に伴い，今日では市町村の
事業発注や資金・資材提供を受けての限定的な実施に
止まっている（１２）。民有林林道の底地は，従来，土地所
有者が林道開設の受益者となる前提のもとで，無償で
使用許諾するのが一般的であった（鈴木，２００１）。と
ころが，近年では林業の低迷でその前提が崩れ，また
公共事業の用地買収方式も浸透したため，管理者とし
ての自治体による底地の所有権の買い取りや賃借等の
ケースも見られてきた（１３）。
林業専用道は，現行の関連法規・計画で，しばしば

「林道（林業専用道を含む）」等，林道と同一視される
こともある。実際に，市町村等が林道台帳で一括管理
している場合も見られるが，以下の理由から別個に類
型区分した。第一に，もともと，２００９年末の農林水産
省「森林・林業再生プラン」策定を受け，２０１０年の林
野庁「林業専用道作設指針」（２０２１年最終改正）等を
通じて規格化された路網のため，木材の伐採と搬出が
強く念頭に置かれてきた。実際にも，森林経営計画を
通じた民有林の団地化施業の中核として，林業の成長
産業化に向け，必要最小限の規格による低コスト，か
つ自動車道２級の林道相当で大型トラックによる木材
搬出可能な道と位置づけられ，比較的最近に公的補助
を前提に整備が進んできた（１４）。第二に，管理者は「林
道規程」の規定どおりとされるものの，実際には団地
化施業の担い手，受益者となる森林組合等の比重が，
林道に比べて大きくなっている。第三に，基本的に低
コストの土構造とされるため，土・砂利等の未舗装の
路面が前提となる（１５）。この点は後述するように，舗装
の進む林道とは異なる野外スポーツの利用可能性へと
結びつく。
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次に区分した森林作業道は，森林管理・経営を目的
とした多種多様な作業道（酒井，２００４）のうち，公的
な計画・補助を前提として規格化されてきた道という
位置づけである。全国森林計画で推進される森林作業
道は，林業専用道と同じく「森林・林業再生プラン」
を契機に，２０１０年の林野庁「森林作業道作設指針」
（２０２１年最終改正）等に基づいて規格化されたもので
ある。開設主体は，この指針を反映して，森林整備保
全事業等を通じた国庫補助，又は自治体単位の補助
を，森林経営計画の策定を通じて受けることができ
る。基本的には，高性能林業機械の走行を想定した木
材生産効率化の観点から規格が作られているが，各地
域の地形，地質，気象条件，過去の作設実績を踏まえ
た柔軟性も包含している（１６）。他の作業道と同様，森林
施業後の常設性は求められず，その管理者は，民有林
では地権者，森林組合，森林経営計画作成主体等の直
接の受益者が，国有林では森林管理署等が想定され
る（１７）。実際に，これらの管理者によっては，「作業道
台帳」を作成して補助実績等を記録しつつ，常設的な
管理にあたっている場合もある。底地は基本的にもと
もとの所有者のままであり，施工・管理者が異なる場
合は，個別に許諾を得るか，森林経営計画の策定段階
で森林作業道の開設を含めた契約書を所有者と交わす
かたちとなる。
最後の区分であるそれ以外の森林路網は，こうした
林道，林業専用道，森林作業道の規格に則っていない
作業道，作業路，集材路等と呼ばれる道を全て含む位
置づけである。すなわち，森林管理・経営を主目的
に，地権者やその他の主体が独自に整備したものであ
り，治山工事や見回り用の管理路，各種施業に使った
山道，あるいは自動車道や機械走行が主流となる以前
の人畜による搬出のための擔（かつ）ぎ道や森林軌道
（鉄道）跡なども含めることができよう。

２ 森林路網をめぐる価値・便益の想定と野外スポー
ツ利用の特殊性
森林路網が政策を通じて，どのような人間社会の価
値や期待を反映して整備・管理されてきたかを理解す
る指標の一つは，公的な支出を正当化するうえでの費
用対効果分析で想定される諸便益である。例えば，国
庫補助に基づく林野庁の森林整備保全事業で想定され
る便益は表―２のとおりである。この諸便益の経済（貨
幣）評価額によって事業の効果が判断され，費用を踏
まえて森林路網開設をはじめとした補助事業が実施さ
れるに至る。

この諸便益のうち，森林路網開設の意義として本来
的に認識され，近年でも林業の成長産業化の政策目標
に即した上述の規格化に代表されるように，主要な位
置づけにあったのは木材生産等便益である。すなわ
ち，路網整備によって木材の効率的な伐採・搬出を行
い，森林所有者，木材産業，需要者の財の獲得に資す
るとの期待である。宮本（２００６）は，日本の林道開設
の歴史を振り返る中で，戦前は国有林を旗手として，
民有林では大土地所有者や篤林家等を中心に，木材生
産による財の蓄積を狙いとした森林路網の整備が進ん
だとする。ただし同時に，路網整備が進まなかった地
域では森林荒廃が加速したとし，森林造成や保全を行
ううえでの意義も認識している。このように，造林・
治山等の事業を促す森林整備経費縮減等便益，水源涵
養便益，山地保全便益，災害防止便益などは，比較的
早期から木材生産等便益に付随する森林路網開設の効
果として考えられていた。
一方で，山村振興の観点から戦後，次第にクローズ
アップされてきたのが，一般交通便益と山村環境整備

表―２ 森林路網整備を前提とした林野公共事業における
想定便益

便益項目 具体的便益

水源涵養便益 洪水防止，流域貯水，水質浄化

山地保全便益 土砂流出防止，土砂崩壊防止

環境保全便益
炭素固定，気候緩和，騒音軽減，飛砂軽減，風
害軽減，大気浄化，霧害軽減，火災防備，漁場
保全，生物多様性保全，保健休養

災害防止便益
山地災害防止，なだれ防止，潮害軽減，海岸侵
食防止

自然環境・風致保全形成便益 自然環境・風致保全形成

木材生産等便益
木材生産経費縮減，木材利用増進，木材生産確
保・増進

森林整備経費縮減等便益
造林作業経費縮減，治山経費縮減，森林管理等
経費縮減，森林整備促進

一般交通便益 走行時間短縮，走行経費減少

森林の総合利用便益
アクセス時間短縮等，ふれあい機会創出，フォ
レストアメニティ施設利用，副産物増大

災害等軽減便益 災害時迂回路等確保，防火帯，災害復旧経費縮減

維持管理費縮減便益 維持管理費縮減

山村環境整備便益
生活用水確保，生活排水浄化，集落内除雪，土
地創出，生活安定確保

その他の便益
通行安定確保，環境保全確保，森林内施設管理
経費縮減，ボランティア誘発，海岸防災林造成
に関する文化保全

出所：林野庁「林野公共事業における事業評価マニュアル」（令
和５年４月）（https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／sekou／hyouka／
attach／pdf／manual-２.pdf）（取得日：２０２３年４月１０日）に基づ
き筆者作成。

注：自然環境・風致保全形成便益，大気浄化，漁場保全は定性評
価，それ以外は数量化（定量化）による効果評価となる。
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便益である。宮本（２００６）は，戦後の都市化・工業化
の進展に際して，後進性のつよい山村が資本主義のも
とで振興していくためには，自動車道としての林道整
備が不可欠とした。また，森林路網整備によって，林
産物価格の上昇や造林の促進のみならず，地価の上
昇，インフラの充実といったメリットが山村社会に派
生したことを例証した。鈴木（１９７３a）も同様の観点
から，１９６０年代以降に山村の過疎化が目に見えて進む
中で，林道をはじめとした森林路網は，自動車通行を
可能とする物理的な道路機能を発揮すべきとした。実
際にも，峰越等の通り抜けで地域間・集落間を結ぶ林
道はその効果が大きく，また一般道路が交通量の大小
を基準に投資・整備されるため，山村社会の交通は林
道に頼らざるをえない状況でもあった。こうして，沿
道住民や地域社会としての価値・便益が想定され，公
的な路網整備に反映された結果，今日でも，林道の主
要な管理者である市町村は，生活道としての利用のあ
る林道に対して優先的に災害復旧等を実施してい
る（１８）。
次に，本稿の主題である野外スポーツ利用に近接す
る価値・便益としては，森林の総合利用便益と自然環
境・風致保全形成便益が想定されている。すなわち，
森林路網を通じて，主に登山ルート，観光名所，レク
リエーション・保養施設，その他の景勝地へアクセス
し，付随的に途上の景観・空間も楽しむ来訪者の価
値・便益を体現したものである。この便益発揮への期
待は，高度経済成長下に出された科学技術庁資源調査
会（１９６６）において，既に明確化している。しかし，
１９７０年代以降は，これらの価値・便益を想定した森林
路網の開設に対して，原生的な自然や景観の保護と
いった観点からの強い批判も投げかけられてきた（井
上，１９９６；村串，２０２２等）。
そして，近年においては，多発する豪雨，台風，地
震等の自然災害に伴う防災上の必要性や，地球温暖化
対策としての二酸化炭素の吸収固定の観点から，森林
整備・保全を進め，あるいは災害時の迂回路・避難路
を確保するうえでの森林路網整備の意義も注目されて
きた（総務省行政評価局，２０２０；笹田ら，２０２２等）。
すなわち，環境保全便益，災害等軽減便益といった側
面が重視されつつある現状にあると言えよう。
以上に見たとおり，日本においては各時期の社会事
情を背景に，森林路網をめぐる多様な価値・便益が想
定され，多面的利用をある程度前提とした整備・管理
が進められてきた。しかし，近年，各地で興隆しつつ
ある野外スポーツ利用においては，全く位相の異なる

新たな価値・便益が森林路網に付与されている。
都市計画分野では，「道」が人間社会にもたらすメ
リットとして，移動・アクセスの向上をもたらす「交
通機能」に加えて，道自体が生み出す「空間機能」が
想定されてきた（久保田，２００５）。この道の空間機能
には，子どもの遊び場，立ち話等の人々のコミュニ
ケーション活性化を促す公共空間の形成，採光・通風
等による周囲の居住環境の改善，そして，地域らしさ
を体感できる景観の形成といった価値・便益が含まれ
る（平野・泉，２０１２）。この観点からすると，これま
でに関連政策・研究を通じて想定されてきた森林路網
の価値・便益は，そのほとんどが「交通機能」に属す
ることが分かる。すなわち，一般交通便益はもちろん
のこと，木材生産，国土・環境保全，災害対応，山村
振興，観光・レクリエーションといった目的に照らし
て，移動・アクセスを容易にする手段として森林路網
が捉えられてきた。
これに対して，近年の野外スポーツ利用の多くは，
森林路網という「道それ自体」に価値・便益を見出す
ものである。もちろん，広義にはスポーツの意味合い
も含む登山等のウォーキングや狩猟は，従来から目的
地・目標（山頂，見晴台，猟場等）へのアクセス手段
として森林路網を利用してきた。同様に交通機能を重
視する野外スポーツとしては，岩場に向かうロックク
ライミングや渓流を目指す釣り等も挙げられる。しか
し，マウンテンバイクとトレイルランニングをはじめ
とした新興の野外スポーツの多くは，森林路網を「走
る」「走り切る」こと自体に主眼が置かれている。す
なわち，訪れて遊び楽しむ「フィールド」として，空
間機能に基づく価値・便益を森林路網に見出している
点に，従来の多面的利用に見られなかった大きな特徴
がある（表―３）（１９）。
実際のこれらの野外スポーツの森林路網利用におい
ては，距離や傾斜に加えて，「路面の様態」が大きな
ポイントとなる。マウンテンバイクとトレイルランニ
ングの愛好者においては，山や森を走ることで掻き立
てられる冒険心，周囲の景観や動植物などの自然の体
感，ルートを走り切った達成感等に加えて，アップダ
ウンや凹凸のあるコースを走るテクニックを極める楽
しさが，その魅力の上位に位置づけられる（平野，
２０１６；２０１８；２０１９；２０２２）。すなわち，未舗装かつ変
化に富む路面であることが，魅力的なフィールドの条
件となる。反対に，ロードサイクリング等では舗装さ
れた路面が望ましくなる。
現状の民有林林道（自動車道ベース）の舗装率は，
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全国平均で４５．７％となっている。ただし，都道府県毎
には大きな差異が見られ，例えば沖縄県が９３．２％であ
るのに対し，北海道は８．９％とほとんどが未舗装であ
る（総務省行政評価局，２０２０）。土構造を基本とする
林業専用道，森林作業道，その他の森林路網の舗装率
は，林道よりも大きく落ちるため，マウンテンバイク
やトレイルランニング等の未舗装路を好む野外スポー
ツが，各種の森林路網をフィールドとみなす状況が裏
打ちされる（２０）。

３ 森林路網の公共性と開放性
実際に，これらの野外スポーツによる利用の可能性
を論じるにあたっては，そもそも森林路網が，一般通
行者，愛好者，訪問者といった，森林管理・経営に携
わる者以外の利用に開かれた場なのかが鍵となる。し
かし，各種の森林路網とその管理者が，それぞれどこ
までの公共性を前提に，どのような場合に開放・閉鎖
の措置を取るべきかには，明快な判断基準がない。
現状の「林道規程」においては，管理者の義務とし
て，林道開設等の目的に沿ってその機能が十分に発揮
されるよう具体的な管理方法を定め，利用者の通行の
安全を図ることが求められている。具体的には，林道
の維持整備や保全，林道の占用及び通行，林道の利用
料徴収・役務負担，災害及び復旧に関する事項を定め
る権限が与えられている。また，交通の安全を確保す
る必要のある場合には，法令の定める手続に従って，
車両の通行の禁止又は制限，乗車又は積載の制限，速
度の制限，その他構造の保全又は通行の危険防止のた
めの必要な措置を取ることが認められている。
ここからうかがえるのは，まず，管理者が利用に関
して強い権限を与えられていることである。特に，占
用，利用料徴収，個々の車両や各種の利用者を含めた

通行の規制等が，管理者の裁量で可能となっている。
この点からすれば，森林路網は，「道路交通法」等を
遵守すれば誰でも利用可能な公共空間としての一般道
路よりも，むしろ所有者が相当の裁量を持つ私道や私
有地に近いとも言えよう。事実，常設性の求められな
いその他の森林路網や森林作業道は，土地所有に付随
する仮設工作物と考えられている（酒井，２００４等）。
また，常設の林道であっても，管理者の私道と捉える
見解も存在してきた（藤本，２０００）。この強い管理権
限という見方に則れば，森林路網の管理者は，野外ス
ポーツの利用に対しても，随意に許可や規制を行える
ことになる。実際に，所有者や森林組合の好意や許可
に基づいて，マウンテンバイク愛好者の団体が，森林
作業道での走行を楽しむケースは各地で見られている
（日本マウンテンバイカーズ協会編集委員会，２０２１）。
後述の各事例でも，基本的には森林路網の管理者が，
愛好者や大会等の事業者に対して許可を与えるかたち
が取られている。反対に，管理者がゲートやチェーン
等を設けて，野外スポーツを含めた立ち入りを規制す
るケースも一般的に見られる（北尾，２０２０）。
これに対して，鈴木（１９７３a）等は，山村振興上の
便益確保の観点から，林道の公共性を担保すべきであ
り，林業振興という本来の設置目的が相対的に薄れて
いく以上，それは不可避であると主張してきた。この
観点を踏まえて市町村への管理者移行が進んできたこ
とからすれば，少なくとも地方自治体が管理者となっ
ている林道や林業専用道に関しては，公共施設として
野外スポーツの走行も含めた一般利用への開放が前提
となるとも解釈できる。実際に，これまで筆者らが調
査した限り，各自治体の管理下にある民有林林道に，
ゲート等を設けて一般の立ち入りを規制しているケー
スは，通行の安全に支障がある場合を除いて稀であっ

表―３ 森林路網をめぐる機能・価値・便益の異なる位相

路網の機能区分 各種便益 主な受益者 主要な価値づけ

交通機能

木材生産等便益 森林所有者，林業事業体，木材産業，消費者等 木材の伐採・搬出に伴う利用が可能となる。

森林整備経費縮減等便益 森林所有者，森林整備（造林・治山等）事業者 森林施業にあたってのアクセスが可能となる。

水源涵養便益，山地保全便益，環境保全便益，災害
防止便益

地域・流域住民 各種保全事業へのアクセスが可能となる。

災害時迂回路等確保，災害復旧経費縮減 地域住民 災害時の避難や復旧が容易となる。

一般交通便益，山村環境整備便益，通行安全確保便益 一般通行者，地域住民 地点間の移動が可能・容易となる。

森林の総合利用便益，保健休養便益，森林内施設管
理経費縮減便益，ボランティア誘発便益

訪問者，地権者，事業者，地域住民
観光・レクリエーション等の目的地・目標へ
のアクセスが容易となる。

空間機能
防火帯，獣害対策等 地域住民 生命・生活を保障する。

野外スポーツ・レジャー利用便益 訪問者，愛好者，地権者，事業者，地域住民
嗜好に基づき訪れて楽しむ。
訪問に基づく経済効果等が得られる。

出所：林野庁「林野公共事業における事業評価マニュアル」（平成２８年５月）等を参照して筆者作成。

林業経済研究 Vol.70 No.1 (2024)

- 40 -



た（２１）。
なお，国有林林道に関しては，前述のように併用林
道が，国有林施業関係者以外の通行を担保する一つの
手段として設定されてきた。ただし，それ以外の路網
については，幹線となる林道の入り口にゲートが設け
られ，許可なく立ち入りを禁じるとされるのが一般的
である。後述の事例にも見られるとおり，野外スポー
ツの国有林林道の利用は，管理者である森林管理署長
の裁量で，「国有財産法」に基づく一時使用許可や入
林許可として認められるケースが多い。こうした国有
林の管轄する森林路網の公共性・開放性を考えるにあ
たっては，鈴木（１９７３b）の指摘するとおり，森林路
網の公共性のみならず，国有林の公共性を問う議論
（国有林は国有財産としての森林管理・経営の場か，
あるいは，広く国民の便益に供される場か）に帰結す
ることになる。
ここで一考を要するのは，一般会計化した国有林の
管理・経営はもとより，民有林における林道，林業専
用道，森林作業道とも，その多くが公的な支出を前提
としてきた点である。すなわち，税金を財源とした予
算や補助に基づいて開設や補修がなされる以上，多分
に公共性・開放性を内包するとの考え方も見られる。
この点を掘り下げると，例えば，現行の「補助金適正
化法」では，補助事業者に対して，その交付の目的に
合致した事業遂行が求められている（２２）。となれば，各
種の公的補助が，どのような便益を想定して交付され
ているのかが，それを使用して整備・管理されてきた
森林路網の公共性・開放性を判断する重要な論拠とな
る。表―２で前述した林野庁の森林整備保全事業のよ
うに，一般交通便益，山村環境整備便益，森林の総合
利用便益等を含めて費用対効果が算出され，それに基
づいて森林路網の整備がなされた場合は，上記の便益
を追求する利用者に開かれた管理が求められよう。し
たがって，今後，野外スポーツ利用に関する便益が，
森林路網をめぐる公的計画・補助の基準に組み込まれ
た場合は，その利用が正当化される根拠となりうる。
総じて，現状の日本においては，各種の森林路網を
めぐって，その公共性・開放性や，関連の条件につい
て，直接，言及した法規が見当たらない。また，森林
路網に限らず，ウォーキング，マウンテンバイク，ト
レイルランニング等の個別の野外活動に焦点を当て，
森林・山道の通過や空間利用の保障・規制を明記した
法規もほぼ存在しない（平野，２０２１）。その結果とし
て，森林路網の開放や野外スポーツ利用の是非は，個
別の管理者の意向・裁量に大きく依存することとなっ

ている。
この個別の管理者の意向を左右することになってい
るのが，安全管理責任への懸念である。より直接的に
は，森林路網を通行する各種の利用者が，崩落，崩
土，落石，倒木，転倒，転落，衝突，接触等による事
故に遭った場合に，管理者の瑕疵認定による賠償責任
が発生するリスクである。現状の日本では，この管理
者や周囲・底地の土地所有者が，どこまで森林路網を
含めた道の安全管理義務・責任を持つかについても，
法規に基づく明確な基準が存在しない（平野，２０２１）。
その中で，２００９年の「奥入瀬渓流落枝事故」の最高裁
判決のように，国有林や自治体が所有者・管理者とし
ての賠償責任を問われる事案が発生してきた（皆上ら，
２０１３；溝手，２０１５）。その結果，国有林や自治体にお
いて，路網を含めた管理下の施設・工作物を，野外ス
ポーツ利用に開放する積極性が生まれ難くなっている
（土屋，２０１６；平野，２０２１）。国有林林道の多くにゲー
トが設けられている背景には，かかる事情も存在して
いる。また，「林道規程」において，利用者の通行の
安全を図るうえでの措置が，通行禁止を含めて特に強
調されているのも，管理者おける安全管理責任のリス
クを念頭に置いたものと捉えられる。
実態としては，森林路網の管理者において，このリ
スク回避の観点から，森林管理・経営に携わる者以外
の立ち入りをなるべく規制しようとする傾向が，関連
の問い合わせ等からも確認できる（藤本，２０００；北尾，
２０１９；２０２０）。また，林野庁のガイドラインでも，森
林作業道の管理にあたっては，「ゲートの設置・施錠
等により，必要に応じて一般の車両の進入を禁止する
など適正に管理するよう努める」とされ，ゲート，
チェーン，障害物の設置による進入防止例を紹介して
いる（２３）。個別の森林所有者においても，所有地や管理
下の森林路網に対して，安全管理責任を回避する観点
からチェーンを設置したり，看板で注意喚起を行った
りするケースが各地で見られている（２４）。
一方，こうした土地や施設の管理者における安全管
理責任に備えた仕組みとして，法規以外で普遍的に見
られるのは，施設賠償責任保険への加入である。現
状，国有林林道に関しては，各森林管理局単位で加入
している民間の団体保険の対象となっている。また，
民有林林道や林業専用道をはじめ，都道府県や市町村
が施工・管理に関与する森林路網の場合は，自治体と
して加入している保険の適用対象となっている（２５）。一
部の市や都道府県に関しては，保険加入せずリスク対
応に予算を確保しているケース等も見られる（２６）。
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ただし，これらの既存の保険制度は，林業事業者の
アクセス，一般車両や歩行者による通過といった交通
機能の発揮に際して，管理者の瑕疵に伴う安全管理責
任が発生した場合の補償を念頭に置いている。した
がって，森林路網の空間機能に価値・便益を見出し，
利用頻度，走行距離，滞在時間とも増すことにもなり
うる野外スポーツ利用に伴う事故対応が想定されてい
るとは限らない。マウンテンバイクやトレイルランニ
ングは，ウォーキングに比べてスピードもあるため，
各種の事故に直面するリスクは大きいとも判断されよ
う。その中で，林道安全協会は，森林レクリエーショ
ンの愛好者・利用者による通行や事故が増え，的確な
安全情報の提供等が必要になっていると呼びかけてい
る（２７）。すなわち，今後，森林路網を野外スポーツ利用
に開放していくには，保険制度の検討，及び，その都
度の気象条件や路網の状況等について，管理者と利用
者が密接な連携体制を構築し，情報共有していく必要
も生じてこよう。

Ⅲ 森林路網の野外スポーツ利用の事例検証

以上の論点整理によって示唆された意義・可能性・
課題については，実際の野外スポーツによる森林路網
の利用事例の検証を通じて掘り下げることが可能とな
る。以下の各事例は，マウンテンバイクとトレイルラ
ンニングを中心に，野外スポーツ利用の明確かつ重要
な対象となり，かつ国有林林道，民有林林道，林業専
用道，森林作業道，その他の森林路網が網羅的に含ま
れるよう選定した（表―４）（２８）。

１ 長野県王滝村（セルフディスカバリーアドベン
チャーin王滝／OSJ ONTAKE１００）
長野県王滝村では，２０００年代から，国有林内の森林

路網を主要なコースとした野外スポーツの大規模大会
が開催されてきた（２９）。大会の運営は，国有林管理主体
の木曽森林管理署の協力のもと，王滝村役場，（一社）
木曽おんたけ観光局王滝観光総合事務所（旧：王滝観
光総合事務所），神奈川県鎌倉市に拠点を置くPower
Sports社（以下，PS社）による大会実行委員会が担っ
ている。すなわち，村内の８割以上を占める国有林と
の連携を通じて山村地域の活性化を図ろうとする自治
体・地域住民と，野外スポーツの日本での普及・発展
を目指すPS社のニーズが合致するかたちで，２０００年
にその原型となるレースが開催され，２００１年以降，マ
ウンテンバイク（現：セルフディスカバリーアドベン
チャー in王滝）とトレイルランニング（現：OSJ ON-
TAKE１００等）を柱とした大会運営が本格化してきた。
いずれの大会においても，コースの大半は国有林林道
をはじめとした国有林内の未舗装の森林路網であり，
これらの道を走行・走破できるのが大きな魅力と捉え
られている。
近年では，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
中止・延期・統合等が見られたが，マウンテンバイク
大会は，基本的に年２回，１２０km，１００km，４２km，２０
kmのレースに分けて開催されてきた。毎回，１，０００人
以上の愛好者が参加し，一般の参加費はレース距離に
応じて一人当たり１万円前後となっている。地域振興
の観点から「ふるさと納税」の返礼品として出場権が
得られる仕組みも存在する。トレイルランニング大会
は，１６０km，１００km，４２km，２０km等のレースを中心
に開催され，数百人から１，０００人以上の愛好者が訪れ
てきた。こちらも参加費は距離に応じて，一人当たり
数千円から１万円以上となっている。いずれも，王滝
村にとっては，居住人口数百名を大きく上回る来訪者
が得られるイベントであり，当初から，新興のマウン
テンバイクとトレイルランニングを通じて，過疎化の

表―４ 各事例の位置づけ

地域 野外スポーツ利用 主要利用形式 主要な関連主体 対象森林路網（管理主体）

長野県王滝村
セルフディスカバリーアドベンチャー in王滝／

OSJ ONTAKE１００
（マウンテンバイク・トレイルランニング）

大会
王滝村（自治体），木曽おんたけ観光局王滝観光
総合事務所（地域団体），Power Sports社（民間事
業者）

国有林林道（森林管理署）等

静岡県伊豆市・
松崎町・西伊豆町

IZU TRAIL Journey
（トレイルランニング）

大会
各市町（自治体），各市町観光協会（地域団体），
株式会社ソトエ（民間事業者）等

国有林林道（森林管理署），民
有林林道（自治体）等

北海道鶴居村
林道サイクリング／BICYCLE SQUARE

（マウンテンバイク）
ガイドツアー，
オープンフィールド

鶴居村（自治体），観光協会（地域団体），BICY-
CLE SQUARE（民間事業者）等

民有林林道（自治体），林業専
用道（自治体・森林組合），森
林作業道，その他の森林路網

北海道札幌市
札幌南高等学校林／Out woods

（マウンテンバイクを含む多面的利用）
メンバーシップ限定

学校林法人（所有・管理者），Out woods（林業事
業者），マウンテンバイク有志（愛好者団体）等

森林作業道（学校林法人）

出所：聞き取り調査に基づき筆者作成。
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進む村の振興を促すことが期待されてきた。実際に，
参加費収入だけでも年間数千万円が，国有林の森林路
網利用を軸に得られ，大会毎の使用料も参加者数・通
行車両数等に応じて国有林側に支払われている。ま
た，参加者の前泊等を通じて，王滝村内や隣接する木
曽町の宿泊業等における地域経済効果も生じてきた。
当初から，大会開催の成否を握ってきたのは，コー
スとなる路網や敷地を管理する国有林との折衝であっ
た。２０００年代当初から，木曽森林管理署を窓口とする
国有林側は，安全管理責任への懸念等から，民間主体
が大会開催するかたちでの国有林林道の利用を認めな
かった。そこでは，王滝村役場が大会毎に「林道等の
一時使用に関する協定」（一時使用許可願い）を森林
管理署と締結し，王滝村が全責任を持つことが使用許
可の条件とされた。その後，この協定は，開催回数を
重ねるごとに諸条件が修正・追加されてきたものの，
大きな事故は発生していないため，全体的な内容と対
応は変わっていない。一方，大会が次第に認知される
に伴って，コースとなっている国有林林道を常時開放
して欲しいという要望が，愛好者や宿泊業者からも増
えていった。しかし，国有林側は大会前後の一時使用
許可という姿勢を崩しておらず，無断で走る人も出て
きたことから，林道の入り口のゲートを厳重化し，大
会時以外での野外スポーツによる林道使用禁止を明確
化している。この国有林側の姿勢を受け，大会実行委
員会も参加者に大会時以外でコースを走らないよう呼
びかけている。
ただし，国有林側も地域貢献の観点から，大会開催
自体は前向きに捉えており，ウェブサイトでの情報掲
載や大会前の林道整備などを行ってきた。この整備に
は，王滝村からも人員が出され，車両の通行に問題が
ない程度になされるが，当初は，変化に富む悪路を走
行・走破したい参加者の嗜好との調整が難しくもあっ
たとされる。反面，参加者のゴミへの難色が示された
ことはあったものの，本来，未舗装の森林路網である
ため，大会後の路面や土地の荒廃は問題視されていな
い。また，コースの多くが大会に限定した一時使用の
国有林林道であるため，御嶽山の登山口等のごく一部
を除いて，登山者・ハイカーや一般通行者等，他の利
用者との競合の心配がないことも，この大会開催方式
の利点となっている。
大会実行委員会では，大会参加者個人へのケアとし
て，対人・対物の賠償を組み込んだ保険プログラムを
準備し，その保険料を含めるかたちで大会参加費を設
定している。また，王滝村役場とPS社が相当数のス

タッフを用意し，大会当日は，もっぱらケガへの対応
や遭難防止などの参加者の安全管理に労力が注がれて
いる。近年は，集中的な大雨で林道の災害復旧が追い
つかず，毎年，コースの変更を余儀なくされてもいる。

２ 静岡県伊豆市・松崎町・西伊豆町（IZU TRAIL
Journey）
静岡県伊豆半島西部では，主に伊豆市・松崎町・西
伊豆町に跨るトレイルランニング大会として，IZU
TRAIL Journey（伊豆トレイルジャーニー。以下，ITJ）
が，２０１３年から毎年，森林路網を活用するかたちで開
催されてきた（３０）。大会の企画・事務局は，総合プロ
デューサーの千葉達雄氏が代表を務め，持続可能なア
ウトドア・ライフスタイルの創造を目的にイベント企
画を行う株式会社ソトエが当初から担っており，伊豆
市，松崎町，西伊豆町，各市町観光協会等からなる伊
豆トレイルランニングレース実行委員会が主催する。
全距離６９．１kmに及ぶレース（ITJ７０k）を基軸に毎年１
回開催され，松崎町の松崎新港からスタートして山を
登り，富士箱根伊豆国立公園にも指定されている西伊
豆の山脈・稜線を走り抜けつつ北上し，伊豆市の修善
寺総合会館をゴールとする。途上，国有林林道が２８．５
km（約４２％）に渡ってコース化され，この他にも民
有林林道等が複数個所でコースに組み込まれている。
また，松崎町内では，西伊豆古道再生プロジェクトの
代表を務める松本潤一郎氏が，土地所有者・集落との
協定書締結に基づいてマウンテンバイクのガイドツ
アー用に再生・整備してきた，炭焼きや運搬のために
切り開かれた古道も利用されている（３１）。このため，各
種の森林路網がコースの過半を構成する大会となって
いる。
２０２１年１２月に開催された大会は，海外からの１９人を
含めて１，５２２人がITJ７０kに参加し，無補給で行われる
２８．９kmのレース（Around Alone２８k）には２３４人（海
外から７人）が参加した。参加費は，ITJ７０kが２２，０００
円，around Alone２８kが１０，０００円であった。これらの
参加費には，個人に対する保険料が含まれ，年間の参
加費収入は，数千万円単位となる。参加費の登録は，
地域振興の観点から「ふるさと納税」を通じても可能
とされており，ITJ７０kは７４，０００円，Around Alone２８k
は３４，０００円の寄付金の返礼品として大会参加券が得ら
れる仕組みである。実行委員会は，観光庁の提供する
MICE簡易測定モデル（３２）を使用した経済波及効果を毎
回算出・公表しており，それによれば２０２１年の大会は
２億７００万円の全体的な経済波及効果があった。また，
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伊豆半島内での地域経済効果としては，伊豆市・松崎
町・西伊豆町へのふるさと納税額が１，５６８万２，０００円，
ツアーバス・シャトルバスを運行した地域バス会社へ
の波及効果が６００万円（概算），地域での食材等の買い
入れ額が９４万９，０００円となっている。これに加えて，伊
豆市，松崎町，西伊豆町等での前泊者数は約１，２００人，
また相当数が地域で後泊し，あるいは温浴施設を利用
したと集計されている。すなわち，トレイルランニン
グの大会における森林路網の利用が，周辺地域を中心
に大きな経済的便益を生み出している実態がある。
大会開催にあたって，コースとなる民有林林道は，
管理者である自治体が実行委員会に入っているため，
特段の調整は要さなかった。一方，国有林林道につい
ては，一部はゲートが設けられて一般の立ち入りが普
段から禁止されており，安全管理責任への懸念から森
林管理署との調整は難航した。結局，当初は，大会開
催時のみの参加者の走行が認められた。その後，開催
回数を経た今日では，大会前後の３か月弱の期間で，
実行委員会に対する「入林許可」として事前のコース
確認，ルートを示す目印の設置，参加者の通過等が，
「一時使用許可」として休憩場の設置が認められてい
る。しかし，事前の整備や日常的な利用は一貫して許
可されていない。他方で，トレイルランニングに加え
て，マウンテンバイクの愛好者からも，日常的に利用
したいとの要望は増えつつある。
千葉氏はまた，自治体，集落，土地所有者と連携し
つつ，国有林林道以外の大会コースとなる歩道や路網
の草刈り，倒木除去，清掃活動等の整備を，愛好者の
ボランティアを募集して毎年実施してきた。２０２１年に
は，１０～１１月にかけて計５回実施され，延べ５３名が参加
している。これらは，日常的な維持整備の人手不足に
悩まされている地域に歓迎される活動ともなっている。

３ 北海道鶴居村（林道サイクリング／BICYCLE
SQUARE）
北海道鶴居村では，２０１６年から村内の森林路網の利
用によるマウンテンバイク観光の取り組みが行われて
きた（３３）。その契機となったのは，和田貴義氏（以下，
貴義氏）がガイド・インストラクターを務めるBICY-
CLE SQUAREによるガイドツアー事業の開始である。
貴義氏は，有限会社泰都（以下，泰都社）の代表とし
て村内のホテルを経営し，また，NPO法人美しい村・
鶴居村観光協会（以下，観光協会）の会長を務める和
田正宏氏の長男であり，泰都社の専務取締役として鶴
居村の観光発展を模索してきた。同時に，幼少期から

自転車に親しんで野山を巡り，またマウンテンバイク
のレース等にも参加する中で，村内のさまざまな森林
路網を含めた道が，外部からの愛好者や訪問者を惹き
つける空間・景観であると認識していた。この着想に
基づき，夏場の観光事業として，舗装路でのロードサ
イクリングに加えて，主に未舗装の林道等でのマウン
テンバイクのガイドツアーを企画運営するに至った。
形式としては，春から秋にかけて，年数回の十数～数
十人の募集ツアーや大会等のイベントに加え，申し込
みに応じた日常的なガイドツアーが実施されている。
北海道外や札幌からの来訪者が多く，大半はマウンテ
ンバイク初心者であり，その魅力への入り口として位
置づけられている。その中で，近年，普及の進んでい
る電動アシスト付きマウンテンバイク（E-MTB）は，
登りや距離のある森林路網を初心者や高齢者でも快適
に走れるツールとして重要な位置づけにあり，レンタ
ル等も用意されている。
この貴義氏のガイドツアーの取り組みに，鶴居村役
場，観光協会，鶴居村森林組合（以下，森林組合）の
動きが連動するかたちで，鶴居村における野外スポー
ツの森林路網利用は体系化されていった。そもそも鶴
居村は，森林組合を中心に林業振興への取り組みが継
続的に行われており，近年でも，林道，林業専用道，
森林作業道の整備が積極的に進んできた。２０２２年時点
で，村の管理する林道が１５路線，森林組合の管理と併
せての林業専用道は数十路線に及び，森林作業道や旧
来の作業路等も数多く張り巡らされてきた。したがっ
て，村内で自然や森林を活用した野外スポーツ・レ
ジャーを楽しむにあたっては，必然的に森林路網が，
アクセスやフィールドとしての役割を期待されること
になってきた。この事情を反映して，鶴居村役場で
は，２０１６～２０年にかけて林務担当で林道管理も業務と
していた和田彰氏（以下，彰氏）を中心に，森林組合
と調整しつつ，貴義氏のガイドツアーを含めた観光の
受け皿としての路網利用体制づくりに取り組んだ。お
りしも，観光協会が，鶴居村の自然・森林を訪れ楽し
んでもらう目的で，以前から整備してきたフットパス
やマウンテンバイク向けのルートを記載したガイド
マップの作成を事業化したため，そこで広く紹介・公
開する路網の選定が焦点となった。
ここで，管理者の立場から村役場が最も懸念したの
は，事故等に伴う安全管理責任であった。前述のとお
り，日本において管理責任・義務に関する明確な基準
が定められていない以上，管理者としての瑕疵が問わ
れにくい，監視や整備の行き届く場所を選んで，訪問
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者を受け入れていく方針が取られた。まず，ルート掲
載対象を，村が管理者である民有林林道に限定したう
えで，規格に基づき一般車両の通行にも問題が生じ
ず，通り抜けでゲート等もない路線・場所をピック
アップした。次に，土地所有者による安全管理責任の
懸念も踏まえて，底地が全て村の所有地になっている
場所を絞り込んだ。事実，鶴居村でも，慣行として土
地所有権を移転せず，使用許諾等に基づいて林道が設
置されてきたケースは見られた。すなわち，野外ス
ポーツ，観光目的での空間利用に際し，そうした場所
での土地所有者の利害への影響が改めて考慮されるか
たちとなった。最後に，村役場が実際の路面陥没の有
無の踏査や整地・草刈り等を行いつつ，管理者の推奨
可能なルートとして，２０１９年に中久著呂線，中雪裡
線・中雪裡西線，アシベツ線，下久著呂線，宮島線
が，鶴居村の「林道サイクリング」としてガイドマッ
プに掲載されることになった（３４）。
これらの掲載ルートは，誰もが自由にマウンテンバ
イクやトレイルランニング，自動車等で走ってよい道
との位置づけであり，総じて初心者向けで，舗装路も
一部含まれる。ただし，野外スポーツやそれを通じた
鶴居村の魅力の体感は，これらの林道に続く林業専用
道，森林作業道，その他の森林路網を利用することで
より得られることも，関係主体に理解されている。現
状では，貴義氏のガイドツアーが，事故や遭難を避け
てそれらの森林路網を利用する事業と期待され，ガイ
ドマップでも紹介されている。行政の彰氏と，地域出
身の貴義氏は，それぞれの立場を活かして，森林組合
や土地所有者等，各種の森林路網の所有者・管理者の
同意や許可を取り付け，ガイドツアーを軸とした野外
スポーツ利用の場を次第に広げていった。実際に，掲
載ルートの林道には土場等が設けられ，森林組合によ
る施業にも利用されているが，両氏の構築した信頼関
係もあり，特段の調整は必要とされていない。主な課
題は，利用する路網の草刈りをはじめとした維持整備
であり，現状，両氏の自主的な実施や森林組合の好意
に依拠するかたちとなっている。

４ 北海道札幌市（札幌南高等学校林／Out woods）
１８９５年に札幌尋常中学校（旧制札幌一中）として開
校した北海道札幌南高等学校（以下，札幌南）は，１９１１
年に札幌市南部の白幡山に学校林を設置し，今日，札
幌市清田区有明における１２１haの団地として存在して
いる。２０１１年からは，一般財団法人札幌南高等学校林
（以下，学校林法人）が管理主体として，企画活動委

員会を中心にこの学校林の維持や活用にあたってき
た。「造林育人」を理念に，森林作業道の整備と成長
量以下の間伐，混交林化を前提とした森林経営を目指
しつつ，教育や同窓生等の楽しみの場としての活用も
志向している。この観点から，同窓生向けのウォーキ
ングやトレイルランニング，キャンプ等のイベントも
企画されてきた（３５）。
この札幌南学校林で，１０年以上前から森林作業道の
開設を行ってきたのが足立成亮氏である（３６）。足立氏
は，自律的な林業活動を北海道各地で展開するOut
woodsの立ち上げにあたり，森林路網の重要性を強く
意識して田邊由喜男氏に師事した。自然物を活用し低
コストで，地形等にも配慮した未舗装かつ強固な「四
万十式作業道」づくりで知られる田邊氏だが（田邊・
大内，２００８），これらに加えて足立氏が学んだのは，
路網の「使われ方」を踏まえた徹底的な現場主義であっ
たとする（３７）。すなわち，作業道は，人間が森林に関わ
るインフラである以上，その場の使い手の価値・便益
に則り，かつ持続的に利用・管理していけるように作
られるべきとの考え方である。この認識に基づき，足
立氏は学校林法人の方針を踏まえて森林経営計画を作
成し，公的補助も部分的に活用しつつ森林作業道の開
設と間伐搬出に当たってきた。１０年間で作設した森林
作業道は総距離１５kmに及んでいる。
この過程で，足立氏は，舛森拓郎氏を中心とした札
幌市内のマウンテンバイクショップの顧客達のグルー
プと知り合い，彼ら愛好者が気兼ねなく訪れて楽しむ
フィールドを求めており，その見返りに森林路網の維
持や，森林所有者・地域への貢献活動に取り組むつも
りであることを知った。日本において，マウンテンバ
イクやトレイルランニング等の新興の野外スポーツ
は，フィールドとなる森林・山道の利用が明確に保
障・規制されない中，しばしば所有者・管理者から安
全管理責任や土地荒廃を懸念され，また，ウォーキン
グ等の先行利用者から走行を危険視され，実質的に排
除される事態に直面してきた（平野，２０１６；２０１８）。
これを受けて，舛森氏らのように，愛好者の仲間内や
有志の団体を形成して所有者・管理者や地域に働きか
け，フィールドとなる森林・山道の維持整備を担おう
とする動きが各地で見られてきた（日本マウンテンバ
イカーズ協会編集委員会，２０２１）。足立氏は，こうし
た意思を持つ野外スポーツの愛好者も，持続的に利
用・管理しつつ森林とつながっていく路網の使い手と
捉えた。そこで，学校林法人の企画活動委員会にて，
マウンテンバイク利用を含めた森林作業道の整備を提
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案した。学校林法人側としては，継続的に路網を利
用・管理していく見通しがなく，また，森林作業道を
通って無断で学校林内に立ち入り，山菜を採取してい
く外部者も多かったため，これらの問題の解決につな
がるとしてこの提案を受け入れた。
その結果，舛森氏を始めとした数十名の愛好者たち
は，足立氏と共に管理者側の腕章をつけ，パトロール
を兼ねて定期的に森林作業道の走行を楽しみつつ，草
刈り，清掃，倒木の撤去等の維持整備を担うように
なった。足立氏も以降，間伐・搬出等の施業，教育や
同窓生イベントに，マウンテンバイクを加えた多面的
な利用を前提とした森林作業道の設置を進めていっ
た。写真家としても活動する足立氏は，自らの森林作
業道づくりの特徴として，道を含めた空間が，自分や
訪問者・利用者にとって好ましい景観となるように意
識している点を挙げる。舛森氏をはじめ，訪れた愛好
者達も，こうした道の織り成す景観の美しさに魅せら
れ，森林作業道の利用・管理により積極的になったと
される。

Ⅳ 考察：実態に基づく野外スポーツの森林
路網利用の意義・可能性・課題

以上の事例に見られるとおり，今日，野外スポーツ
による利用は，林道，林業専用道，森林作業道，その
他の森林路網といった各種の森林路網全般に及んでい
る。また，その形態やニーズも，数百～数千人の訪れ
る年単位の大規模な大会の開催から，数人から数十人
程度の定期的なガイドツアー，愛好者の仲間内や団体
による限定的な利用，さらには誰もが自由に走れる
オープンフィールドとしての利用等，さまざまである
ことが示される。
そして，これらの利用に共通しているのは，愛好
者・訪問者としての利用者が，その森林路網を「走る」
「走り切る」こと自体に価値・便益を見出している点
である。すなわち，本来，木材生産・林業振興を目的
とし，一般交通や各種事業・施業等も加えたアクセス
の手段として切り開かれてきた人工物・工作物として
の森林路網が，マウンテンバイクやトレイルランニン
グという新興の野外スポーツ利用においては，ルー
ト，路面，傾斜，景観等を含めた空間とその特性自体
が価値づけられることになっている。このアクセスの
ための開設・利用から空間利用へと至るプロセスは，
森林をめぐる人間主体の価値・便益の変容過程として
意味深く，また，森林路網の機能や効果の評価におけ

るパラダイムシフトを内包するものである。
各事例においては，野外スポーツによる森林路網利
用を通じて，訪れ楽しむという利用者の価値・便益に
加えて，大会やガイドツアー等に伴う収益が得られる
事業者や所有者・管理者の経済的便益，自治体内や周
囲への地域経済効果，さらには経済全般に及ぶ波及効
果等が見られてきた。これらは，アクセスや各種の事
業・施業に紐づけられた間接的な効果ではなく，
フィールド・場としての空間機能の発揮に伴う直接的
な効果と言うことができる。これらの価値・便益のう
ち，利用者のそれはトラベルコスト法や仮想評価法等
の環境経済評価手法，経済波及効果については産業連
関分析等のモデルを通じた貨幣評価が可能となる。ま
た，札幌市の事例に見られたように，森林路網自体の
機能美や景観形成が価値づけられる可能性も示唆され
る。さらに，近年では，森林鉄道の遺構や木馬道の足
跡が，一般社団法人日本森林学会による林業遺産に選
出される等，森林路網の歴史的・文化的価値も評価さ
れる傾向にある（３８）。これらも含めた森林路網の空間機
能・利用がもたらす社会的意義の内実を検証するとと
もに，その効果の適切な評価手法を確立することが，
今後の課題の一つとして挙げられる。
一方で，野外スポーツ利用に伴い，森林路網の公共
性・開放性に付随する曖昧さと判断の難しさがクロー
ズアップされている実態も，各事例から浮かび上がっ
ている。各事例では，管理者の許可や承認が，各種の
森林路網においてその開放性の有無にかかわらず，野
外スポーツ利用を正当化する手段と位置づけられてい
る。しかし，その許可や承認は，大会時やガイドツ
アー時，あるいは特定の団体等に限定される場合が多
い。すなわち，森林路網は，公共の野外スポーツ利用
の場と明確に位置づけられていない実態がある。
次に，この実態をもたらしている大きな要因が，管
理者における安全管理責任への懸念であることも，各
事例の検証から明らかであった。事故対応や賠償責任
へのリスクを背景に，国有林林道では，野外スポーツ
利用に際して，大会をはじめとしたイベント時の一時
使用許可等が通例となっている。民有林林道の主要な
管理者である自治体は，地域への経済効果や交流・関
係人口の増加といった地域活性化の観点から，野外ス
ポーツ利用に積極性も見せている。大会等のイベント
に際しての実行委員会への参画や各種のサポートはそ
の表れでもある。反面，鶴居村の事例に見られるよう
に，安全管理責任の観点から，管理下の林道や林業専
用道の活用に慎重にならざるをえない側面もあった。
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現状，これらの野外スポーツの大会やガイドツアーで
は，林道管理者の加入する施設賠償責任保険に加え
て，企画運営を行う事業者が参加者向けの保険を別途
準備し，事故対応，救助，治療などの費用を補償する
ことで，安全管理責任に備えるのが一般的である。た
だし，これらの保険も含めた既存の林道管理の仕組み
は，野外スポーツによる不特定多数の利用を前提とし
ていないため，開放にあたっては制度的な再構築が求
められる。特に，林道の底地が，多くの場合において
林業振興を前提とした無償使用許諾等に基づいてきた
ことは，野外スポーツでの利用や開放を妨げる要因と
もなりえる。なぜなら，底地を提供した個別の所有者
も，そもそも林業関係者や地域住民以外，外部からの
利用者を多く受け入れることは想定していない。この
ため，周辺の林地を含めた土地への影響，安全管理責
任，さらには経済的便益の分配といった面で，林道管
理者は，所有者の懸念や権利主張に改めて向き合う必
要が生じてこよう。
森林作業道やその他の森林路網の利用は，現状，土
地所有者や森林組合等の管理者の意向・好意に基づい
て行われている。ここで注目すべきは，マウンテンバ
イクやトレイルランニングの愛好者達が，利用対象と
する森林路網の見回りや，倒木除去，草刈り，清掃等
の維持整備を積極的に担おうとしている実態である。
ここからは，市町村，森林組合，地域住民組織等の手
に余るようになった森林路網の日常的な管理活動を，
野外スポーツ利用の受益者が肩代わりしていく可能性
を描くことができる（３９）。この可能性を，国有林・民有
林林道や林業専用道へと拡張していくにあたっては，
これら受益者としての愛好者による管理活動の立ち位
置を，その権限・責任・義務や保険加入等を含めて制
度的に保障することも求められよう。

Ⅳ おわりに

過去の日本において，森林路網は，主に森林や山村
地域への「アクセス手段」としての価値・便益に基づ
いて整備されてきた。そこでは，森林の管理・経営と
いう目的と関連法規に照らして，管理者が比較的明確
化され大きな権限・裁量が付与された反面，その公共
性・開放性が曖昧なままに置かれ，安全管理責任に伴
うリスクが強く認識されてもきた。
その中で，近年，マウンテンバイクやトレイルラン
ニングをはじめとした野外スポーツの関係者からは，
「空間」（フィールド）としての機能・価値・便益を見

出され，利用に付随する経済効果等の地域活性化の源
泉となる可能性もクローズアップされてきた。この空
間利用の目線からすると，管理者とその権限が明確
で，関連の施設賠償責任保険も存在する森林路網は，
それらが不明な森林や山道等に比べ，制度的条件は
整っているとも捉えられる。明確な規格や工法に基づ
いた森林路網は，日常的な維持整備を全うできれば，
野外スポーツ利用による荒廃や事故等が生じるリスク
も比較的低くなる。したがって，より体系的かつ空間
利用に即した管理制度の構築を通じ，現状の管理体
制，公共性・開放性，安全管理責任に伴う課題を克服
できれば，この新たな意義・可能性を反映した森林路
網の持続的な利用・管理が進むものと思われる。
例えば，ドイツの連邦森林法や州法では，森林立入
権に基づく路網を含めた森林の公共利用と，その制限
等の管理者の権限が規定されている（酒井・吉田，
２０１８）。森林路網の類型に応じて，公共性・開放性の
程度や利用可能な野外スポーツ等を，法規で明示する
のも一つの方向性であろう。国有林林道であれば，当
面，自治体との併用協定の範囲を，野外スポーツによ
る大会や日常的な利用を念頭に拡大すること等も考え
られる。自治体の管理する民有林林道等は，公の施設
として指定管理者制度や業務委託の対象とも捉えうる
ため，野外スポーツの愛好者・受益者団体による参加
型の路網管理が実現できる可能性もある。また，森林
路網を対象とした保険制度を，野外スポーツ利用や公
共性・開放性を前提に補強していくことも，安全管理
責任の観点から重要となる。
これらの管理制度構築の可能性・妥当性について，
海外の事例も踏まえて理論的・実態的に検証すること
が，研究においてはより直接的な課題となろう。
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注
（１）日本語としてのマウンテンバイクには，「自転車（MTB，

Mountain Bike）」と「それを利用した野外スポーツ活動
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（Mountain Biking）」の両方の意味がある。本稿では，
後者の意味に限定して用いる。すなわち，１９７０年代に
北米で体系化された頑丈な車体・車輪，幅広いギア比，
強いブレーキを備えた自転車（MTB）に乗って，主に
未舗装の森林路網を含めた山道・トレイルや林地など
の傾斜地を走行する利用活動を指す。１９８０年代以降，
日本を含めた世界各地に普及し，欧米やオセアニア等
では主要な野外活動の一つとなっている（平野，２０１６；
２０２２）。

（２）トレイルランニングは，主に山村地域や森林において，
森林路網を含めた山道・トレイルで行われるランニン
グ利用の総称である。日本では，２０００年代以降にマラ
ソン等のランニングブームや，高齢化社会への移行に
伴う中高年の健康・体力維持への志向等が加わって愛
好者が急増し，従来からの登山競走等も含めた総称と
してのトレイルランニングも一般化した（平野，２０１８；
２０１９）。

（３）この他に，森林路網を「フィールド」とする野外スポー
ツ利用としては，自動車によるラリー，四輪カート，
オフロードバイク，乗馬，あるいは冬場のスノーモー
ビル，クロスカントリースキー等が挙げられる。これ
らの利用は，海外では多くの愛好者を得て盛んとなっ
ている場合もあるが，現状，日本では限られるため，
本稿では検証・事例分析の対象としなかった。なお，
森林路網を使うトライアスロンとその野外版であるエ
クステラについては，便宜上，それぞれの自転車
（MTB）パートはマウンテンバイク，ランニングパート
はトレイルランニングに含むものと捉える。

（４）森林法とその林道に関する解釈については，森林・林
業基本政策研究会（２０１７）を参照。森林関連の政策の
基本方針を示す位置づけにある「森林・林業基本法」
では，国が森林施業を効率的に行うための林道の整備
を進めることのみ規定されている。また，「森林法施行
令」では，第１１・１２条において，林道の開設・拡張主
体と国庫補助の額が規定されている（日本林道協会，
２０２１）。

（５）農林水産省「全国森林計画」（https:／／www.rinya.maff.go.
jp／j／press／keikaku／attach／pdf／２１０６１５-２.pdf）（取得日：
２０２３年３月７日）

（６）林野庁「国有林野の管理経営に関する基本計画」（２０１８
年１２月２５日策定。２０１９年４月１日～２０２９年３月３１日まで計
画 期 間）（https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／kokuyu_rinya／
kanri_keiei／attach／pdf／kihon_keikaku-７.pdf）（取得日：
２０２３年３月７日）

（７）林野庁長官通知。「旧林道規程」（１９５５年４月１日）等を受
け継ぐかたちで１９７３年４月１日に通知され，２０２０年３月３１
日に最終改正。運用細則は２０２１年６月２２日に最終改正。

（８）林野庁「林道規程及び林道規程の運用細則」（https:／／
www.rinya.maff.go.jp／j／seibi／sagyoudo／attach／pdf／romou
suisin-１８.pdf）（取得日：２０２３年４月１０日）

（９）民間の森林所有・経営主体が独力で整備した自力林道
の他に，「県単」等と呼ばれる都道府県の単独予算によ
る補助林道，日本政策金融公庫（旧：農林漁業金融公
庫）の貸付事業（林道資金）による融資林道が含まれ

るが，これらは「規程を準用した構造が望ましい」と
される。また，国庫補助に該当しない地方自治体単独
のふるさと林道緊急整備事業に係る林道の構造と管理
は，規程の規定に準じて実施するものとされている。
一方，規程の規格に適合しない旧林道規程等による構
造の林道は，利用の実態等を勘案して，必要に応じた
改築・改良等を行うことが望ましいとされる。

（１０）林野庁「第７０次平成３０年国有林野事業統計書」（https:／／
www.e-stat.go.jp／stat-search／files?page=１&layout=datalist&
toukei=００５０１００５&tstat=０００００１０２２８２１&cycle=７&year=
２０１８０&month=０&tclass１=０００００１０３１４７３&tclass２=０００００
１１３０３４３）（取得日：２０２３年３月８日）。ただし，これらや
総務省行政評価局（２０２０）の集計は，「林道規程」の最
終改正前の規格に基づくため，全幅員１．８m以上の林道
を対象としている。

（１１）例えば，関東森林管理局ウェブサイト（https:／／www.
rinya.maff.go.jp／kanto／joetu／works／０３.html）（取 得 日：
２０２３年３月７日）

（１２）笹田ら（２０２２），各自治体の林道管理担当者（２０２１年６
月２５日，７月９日，１１月２５日，１１月２６日，２０２２年２月１０
日，２月１５日（オンライン），２月１６日（オンライン），３
月１５日（オンライン），６月２９日，１１月８日）への筆者ら
聞き取り調査による。

（１３）各自治体の林道管理担当者（実施日は注（１２）に同じ）
への筆者ら聞き取り調査による。

（１４）林野庁「「林業専用道作設指針」の運用について」
（https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／seibi／sagyoudo／attach／
pdf／romousuisin-１３.pdf）（取得日：２０２３年３月７日）

（１５）この簡易な規格という点においては，森林作業道と重
なる局面もあるが，現状では，林業専用道が常設・恒
常的な路網という位置づけである。

（１６）林野庁「森林作業道作設指針」（https:／／www.rinya.maff.
go.jp／j／seibi／sagyoudo／attach／pdf／romousuisin-１５.pdf）（取
得日：２０２３年３月７日）

（１７）関連法規・計画において，森林作業道の管理者の範囲
を明示したものは見当たらない。個別の森林所有者や
森林組合の他には，田辺・佐藤（２０１０）に見られるよ
うに，地権者・地域住民が独自の作業道管理組織を作
る場合もあった。また，地権者からの付託を受けて森
林経営計画を策定・実行する組織団体や，「森林経営管
理法」に基づく経営管理実施権を行使する主体も，森
林作業道を開設・管理できる。日本林道協会（２０２１）
では，作業道の管理主体は，森林所有者（３４．１％），森
林組合（３３．３％），市町村（８．８％），公社（６．５％），都
道府県（６．４％），地区（４．６％），協業体（２．６％），そ
の他（３．７％）とされる。

（１８）各自治体の林道管理担当者（実施日は注（１２）に同じ）
への筆者ら聞き取り調査による。ただし，この一般交
通便益の発揮は，後述の林道の公共性を問う議論へと
直結する。その中で，本来，国道，都道府県道，市町
村道等の一般道路で発揮されるべきとの考え方も当然
ながら存在し，実際に林道が市町村道等に移管される
際の理由ともなっている。

（１９）ウォーキングにおける例外として，森林・林業に関す
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る学習・教育や，森林浴の場として森林路網が活用さ
れるケースも，空間機能に基づく利用と位置づけうる。

（２０）より細かく見れば，野外スポーツの種類や愛好者・利
用者の嗜好に応じて，多様な様態の森林路網が価値づ
けられる傾向にある。例えば，トレイルランニングの
大会では，未舗装かつ幅員の狭い登山道のようなトレ
イルが好まれることから，大会の魅力を示すものとし
て，コースの未舗装率に加えてトレイル率が主催者に
よって算定・案内されている。この観点からすれば，
幅員の狭いその他の森林路網が，よりフィールドとし
ての魅力を提供しうることになる。反対に，野外ス
ポーツでは，しばしば自動車による帰路の確保や自転
車等の必要器材の搬送も行われる。この場合は，車両
の通行できる幅員を確保した林道，林業専用道，森林
作業道が，登山道等よりも最適なフィールドとなりう
る。一方，舗装林道であっても，ロードサイクリング
のコースとしては魅力的であり，かつ周囲の自然や景
観を体感できるジョギングの場としても活用できる。
また，マウンテンバイクやトレイルランニングの愛好
者は，長距離の林間を走り抜けることや，スピードに
乗って傾斜のある路面を下ることに楽しみを見出す場
合もある。すなわち，森林路網の距離や斜度に応じて，
それぞれの嗜好に合わせた利用可能性が生じることに
なる。

（２１）各自治体の林道管理担当者（実施日は注（１２）に同じ）
への筆者ら聞き取り調査による。安全面以外でゲート
が設置される理由としては，国有林林道に接続するた
めや，森林総合利用施設の入り口となっているため等。

（２２）正式名称は，「補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律」（１９５５年制定，２０２２年最終改正）（https:／／
elaws.e-gov.go.jp／document?lawid=３３０AC０００００００１７９）（取
得日：２０２３年３月８日）。民有林の林道，林業専用道，森
林作業道等への公的補助の種別や割合については，日
本林道協会（２０２１）に詳しい。

（２３）林野庁「森林作業道作設ガイドライン―平成２７年度版―」
（https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／seibi／sagyoudo／attach／
pdf／itakukouhyou-２.pdf）（取得日：２０２３年３月８日）

（２４）九州における森林所有者（２０２１年７月１３・１４日）への筆
者ら聞き取り調査による。なお，北海道では，２０１８年
に発生した国有林内での誤射事故を契機として，国有
林・道有林に銃猟立入禁止区域が設けられ，路網を含
めた狩猟者による入林管理が厳格化されている。

（２５）全国町村会（２０２１年１０月５日），公益財団法人全国市有
物件災害共済会（２０２１年１２月３日），一般社団法人林道
安全協会（２０２１年１２月１７日）への筆者ら聞き取り調査
による。

（２６）各都道府県・市の林道管理担当者（２０２１年７月９日，１１
月２５日，１１月２６日，２０２２年２月１０日，２月１６日（オンライ
ン），３月１５日（オンライン），６月２９日，１１月８日）への
筆者ら聞き取り調査による。

（２７）林道安全協会「令和２年度 事業報告」（http:／／www.
rindou-anzen．jp／report.html）（取得日：２０２１年１０月２１日）

（２８）筆者らが聞き取り調査を行ってきた関連の取り組みは，
全国各地で数十のケースに及ぶ。本稿の４事例は，その

中で，利用距離の長さ，明確なコース・ルート設定等
を含め，とりわけ重点的に各種の森林路網を利用して
きたケースと位置づけている。

（２９）以下の記述は，王滝村役場（２０１３年１２月４日：産業振興
課，２０２３年４月２０日：企画観光推進室（メール）），及び
Power Sports社担当者（２０１５年８月１７日）への筆者ら聞
き取り調査による。なお，王滝村のマウンテンバイク
の大会開催については，平野（２０１６）で詳細に紹介し
ている。

（３０）以下の記述は，株式会社ソトエ代表取締役：千葉達雄
氏（２０１７年２月８日，２０２０年１１月１７日，２０２２年３月７日）
への筆者ら聞き取り調査による。また，大会に関する
各数値データは，伊豆トレイルランニングレース実行
委員会「伊豆トレイルジャーニー２０２１実施報告書」（２０２２
年２月）（千葉氏より提供）を参照した。

（３１）松本氏の活動については，平野（２０１６）参照。これら
の再生古道は，海岸部から山麓にかけて，私有林，財
産区・協同組合有林（旧入会林），町有林に及んでいる。
西伊豆古道再生プロジェクトは，ITJ実行委員会のメン
バーともなっている。

（３２）MICE開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデ
ル（https:／／www.mlit.go.jp／kankocho／page０７_００００１８.html）
（取得日：２０２３年３月１５日）

（３３）以下の記述は，有限会社泰都専務取締役・Bicycle
Squareサイクリングガイド＆インストラクター：和田
貴義氏（２０２２年２月９日），鶴居村観光協会（２０２２年２月９
日（オンライン）），鶴居村役場企画財政課むらづくり
推進係：和田彰氏（２０２２年１２月９日）への筆者ら聞き取
り調査による。

（３４）鶴居村農泊推進協議会（観光協会）の制作による「森
林を楽しむガイドマップ IN 鶴居村 ２０２０」として，村
内各所で無料配布されている。観光協会ウェブサイト
（https：／／tsurui-kanko．com／pamphlet／）（取 得 日：２０２３
年３月１６日）からもダウンロード可能であり，走行に際
しての注意事項に加えて，鶴居村の林業の歴史や取り
組みが反映された内容ともなっている。

（３５）一般財団法人札幌南高等学校林ウェブサイト（http:／／
www.rikka-forest.jp／outline／）（取得日：２０２３年３月１６日）

（３６）以下の記述は，Out woods代表：足立成亮氏（２０２３年１
月２４日），舛森拓郎氏（２０２３年１月２４日）への筆者聞き
取り調査による。

（３７）このような状況に応じた現場重視の考え方は，「大橋式
作業道」で著名な大橋慶三郎氏等にも共通して見られ
るようである（大橋，２００１）。

（３８）日本森林学会ウェブサイト（https:／／www.forestry.jp／
efforts／forestryheritage／）（取得日：２０２３年３月１９日）

（３９）実際に，森林路網を含めた山道の維持整備を，マウン
テンバイカーやトレイルランナー等の空間利用者が担
う事例は各地で見られている（平野，２０１６；２０１８；日
本マウンテンバイカーズ協会編集委員会，２０２１）。
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